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栃
木
市
空
き
家
等
対
策
計
画

改
訂
に
関
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
（
意
見
募
集
）

　
市
で
は
、
空
き
家
問
題
の
解

消
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

計
画
で
あ
る
「
栃
木
市
空
き
家

等
対
策
計
画
」
の
改
訂
に
あ
た

り
、
実
態
調
査
や
所
有
者
へ
ア

ン
ケ
ー
ト
を
行
い
、
改
訂
案
を

と
り
ま
と
め
ま
し
た
。
こ
の
改

訂
案
に
対
す
る
皆
さ
ん
の
ご
意

見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

募
集
期
間　

１
月
11
日
（
火
）

～
２
月
10
日
（
木
）（
必
着
）

対
象　
市
内
在
住
・
在
勤
・
在

学
の
方
／
市
内
に
事
業
所
等
を

有
す
る
個
人
・
法
人
等
／
市
税

の
納
税
義
務
者
／
本
計
画
に
利

害
関
係
を
有
す
る
方　

閲
覧
場
所　
建
築
住
宅
課
（
本

庁
舎
３
階
）
／
市
政
情
報
セ
ン

タ
ー
（
本
庁
舎
４
階
）
／
各
総

合
支
所
地
域
づ
く
り
推
進
課
／

大
宮
・
皆
川
・
吹
上
・
寺
尾
・

国
府
の
各
公
民
館
／
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ　

提
出
方
法　
閲
覧
場
所
に
あ
る

意
見
書
書
式
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に

必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
次

の
窓
口
に
直
接
ま
た
は
問
合
先

へ
郵
送
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
メ
ー
ル
で

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
窓
口　
建
築
住
宅
課
、
各

総
合
支
所
地
域
づ
く
り
推
進

課
、大
宮・皆
川・吹
上・寺
尾・　
　
　
　

国
府
の
各
公
民
館
窓
口
（
平
日

８
時
30
分
～
17
時
15
分
）　

※
提
出
さ
れ
た
意
見
等
は
後
日

公
表
し
ま
す
。（
住
所
・
氏
名

等
は
非
公
表
）。
意
見
に
対
す

る
個
別
回
答
は
し
ま
せ
ん
。　

問 

建
築
住
宅
課
☎

（21）
２
４
５
２

栃
木
市
地
域
防
災
計
画
（
原

案
）・
栃
木
市
水
防
計
画
（
原

案
）
に
関
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
（
意
見
募
集
）

　
市
防
災
会
議
で
は
、
災
害
対

策
基
本
法
な
ど
の
関
係
法
令
の

改
正
や
、
中
小
河
川
の
浸
水
リ

ス
ク
想
定
図
対
象
河
川
の
追

加
、
ま
た
令
和
元
年
東
日
本
台

風
（
台
風
第
19
号
）
の
災
害
対

応
の
検
証
結
果
な
ど
を
踏
ま

え
、
今
後
の
防
災
対
策
を
推
進

す
る
た
め
、「
栃
木
市
地
域
防

災
計
画
」、「
栃
木
市
水
防
計

画
」
の
改
訂
作
業
を
進
め
て
い

ま
す
。
こ
の
た
び
原
案
を
作
成

し
ま
し
た
の
で
皆
さ
ん
の
意
見

を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

募
集
期
間　

12
月
20
日
（
月
）

～
１
月
20
日
（
木
）（
必
着
）

対
象　
市
内
在
住
・
在
勤
・
在

学
の
方
／
市
内
に
事
業
所
等
を

有
す
る
個
人
・
法
人
等
／
市
税

の
納
税
義
務
者
／
本
計
画
に
利

害
関
係
を
有
す
る
方

閲
覧
場
所　
危
機
管
理
課
（
本

庁
舎
５
階
）
／
市
政
情
報
セ
ン

タ
ー
（
同
４
階
）
／
各
総
合
支

所
地
域
づ
く
り
推
進
課
／
大

宮
・
皆
川
・
吹
上
・
寺
尾
・
国

府
の
各
公
民
館
窓
口
／
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ

提
出
方
法　
閲
覧
場
所
に
あ
る

意
見
書
書
式
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に

必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
次

の
窓
口
に
直
接
ま
た
は
問
合
先

へ
郵
送
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
メ
ー
ル
で

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
窓
口　
危
機
管
理
課
、
各

総
合
支
所
地
域
づ
く
り
推
進

課
、大
宮・皆
川・吹
上・寺
尾・　
　
　
　

国
府
の
各
公
民
館
窓
口
（
平
日

８
時
30
分
～
17
時
15
分
）　

※
提
出
さ
れ
た
意
見
等
は
後
日

公
表
し
ま
す
。（
住
所
・
氏
名

等
は
非
公
表
）。
意
見
に
対
す

る
個
別
回
答
は
し
ま
せ
ん
。　

問 

危
機
管
理
課
☎

（21）
２
５
５
１

合
同
公
売
会

　

差
押
動
産
（
自
動
二
輪
車
）

の
公
売
会
を
開
催
し
ま
す
。

日
時　
２
月
２
日
（
水
）
13
時

～場
所　

下
野
市
役
所 

屋
外
駐

車
場
（
下
野
市
笹
原
）

公
売
に
参
加
で
き
る
方

・
20
歳
以
上
の
者
で
買
受
人
と

な
り
え
る
方
（
国
税
徴
収
法
第

92
条
お
よ
び
第
１
０
８
条
に
該

当
し
な
い
者
）。

・
一
定
の
資
格
そ
の
他
の
要
件

を
必
要
と
す
る
場
合
に
、
こ
れ

ら
を
有
す
る
方

申
込　
当
日
受
付

注
意
事
項

・
公
売
財
産
は
即
日
引
渡
と
な

り
ま
す
の
で
、
当
日
引
取
り
の

出
来
る
方
に
限
り
ま
す
。

・
お
支
払
い
は
当
日
現
金
の
み

で
す
。

問 

栃
木
県
税
事
務
所

　
　
　
　
　
　
☎

（23）
３
４
１
１

収
税
課　
☎ 

（21）
２
２
８
１

償
却
資
産
の
申
告
を
お
願
い

し
ま
す

　
栃
木
市
内
に
償
却
資
産
を
所

有
し
て
い
る
方
は
、
個
人
・
法

人
問
わ
ず
固
定
資
産
税
の
納
税

義
務
者
と
な
り
、
地
方
税
法
第

３
８
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
申
告
義
務
が
あ
り
ま
す
。
市

内
で
事
業
を
お
こ
な
っ
て
い
る

方
は
、
令
和
４
年
１
月
１
日
現

在
の
償
却
資
産
所
有
状
況
に
つ

い
て
、
期
日
ま
で
に
申
告
書
を

ご
提
出
く
だ
さ
い
。

※
廃
業
等
に
よ
り
対
象
と
な
る

資
産
が
な
い
場
合
も
そ
の
旨
申

告
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
申
告
に
必
要
な
書
類
等
を
12

月
上
旬
に
発
送
し
ま
し
た
。
お

手
元
に
届
い
て
い
な
い
場
合

は
、
問
合
先
へ
。

申
告
期
限　
１
月
31
日
（
月
）

問 

税
務
課
資
産
税
係

☎
（21）
２
２
７
１

20
歳
に
な
ら
れ
た
皆
さ
ん
へ

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

　
国
内
に
居
住
す
る
20
歳
以
上

60
歳
未
満
の
方
は
、
国
民
年
金

の
被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。
厚

生
年
金
の
加
入
者
ま
た
は
そ
の

加
入
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配

偶
者
を
除
き
、
ご
自
身
で
保
険

料
を
納
め
る
こ
と
が
必
要
で

す
。

国
民
年
金
３
つ
の
メ
リ
ッ
ト

１
．
老
後
を
支
え
ま
す

老
齢
基
礎
年
金

２
．
病
気
や
け
が
で
障
が
い
の

状
態
に
な
っ
た
時
に
支
え
ま
す　
　
　
　
　
　

障
害
基
礎
年
金

３
．
加
入
者
が
亡
く
な
っ
た
と

き
、
子
の
あ
る
配
偶
者
・
子
を

支
え
ま
す　
遺
族
基
礎
年
金

　
20
歳
な
っ
た
方
に
は
、
日
本

年
金
機
構
が「
年
金
手
帳
」、「
国

民
年
金
保
険
料
納
付
書
」
等
を

送
付
し
ま
す
。

　
収
入
が
無
く
、
保
険
料
の
支

払
い
が
困
難
な
場
合
は
「
学
生

納
付
特
例
制
度
」（
学
生
の
み
）

や
「
納
付
猶
予
制
度
」（
50
歳

未
満
）
な
ど
の
保
険
料
免
除
制

度
が
あ
り
ま
す
。
免
除
を
希
望

す
る
方
は
、栃
木
年
金
事
務
所
、

保
険
年
金
課
（
市
役
所
本
庁
舎

２
階
）、
各
総
合
支
所
地
域
づ

く
り
推
進
課
で
手
続
き
く
だ
さ

い
。

　

ま
た
、
日
本
年
金
機
構
で

は
、
国
民
年
金
制
度
の
内
容
や

メ
リ
ッ
ト
、
保
険
料
の
納
付
方

法
や
免
除
の
手
続
き
な
ど
を
わ

か
り
や
す
く
動
画
で
案
内
し
て

い
ま
す
。
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
ぜ

ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。　
　

問 

栃
木
年
金
事
務

所
　
　
　
　
　
　
☎
（22）
４
１
３
１

保
険
年
金
課　
☎
（21）
２
１
３
４

岩舟総合支所

西方総合支所

都賀総合支所

藤岡総合支所

大平総合支所

本庁

〒329-4392
　岩舟町静5133-1
☎55-7751
FAX55-4910

〒322-0692
　西方町本城1
☎92-0300
FAX92-2611

〒328-0192
　都賀町家中5982-1
☎29-1100
FAX27-7556

〒323-1192
　藤岡町藤岡1022-5
☎62-0900
FAX62-4625

〒329-4492
　大平町富田558
☎43-9205
FAX43-8818

〒328-8686
　万町9-25
☎22-3535
FAX21-2673

休日にお困りの時は
本庁日直☎（22）3535

 

お
知
ら
せ 

三井住友銀行、常陽銀行における
公金窓口納付の取扱いが終了します

　三井住友銀行、常陽銀行での市税、使用料、上下水道料金その他公金に
係る納付書による窓口納付の取扱いは、令和４年３月31日をもって終了
します。お手持ちの納入通知書等に指定の納付場所として掲載されている
場合でも、令和４年４月１日以降窓口で市税等公金を納付される場合は、
別途手数料がかかりますので、ご注意ください。
　なお、口座振替（自動払込）による納付は、引き続きご利用いただけます。
市税等公金窓口納付できる金融機関

　足利銀行／みずほ銀行／群馬銀行／栃木銀行／栃木信用金庫／
　足利小山信用金庫／佐野信用金庫／鹿沼相互信用金庫／
　下野農業協同組合／上都賀農業協同組合／中央労働金庫／
　ゆうちょ銀行または郵便局（指定の納付書に限る）
問 会計課　☎（21）２１１４

子育て世帯への臨時特別給付金のご案内
　新型コロナウイルス感染症により影響を受けている子育て世帯を支援す
るために「臨時特別給付金」を給付します。
対象児童

　・ 令和３年９月分の児童手当の対象となる児童（令和3年9月出生の児
童は、令和3年10月分の支給対象であれば給付になります）

　・平成15年４月２日から平成18年４月１日までに出生した児童
　・令和３年10月１日から令和４年３月３１日までに出生した児童
給付対象　対象児童を養育する父母等のうち、主たる生計維持者
　　　　　※ 令和２年中の所得が、児童手当の所得制限限度額以上（特例

給付）に相当する場合は給付対象外
給付額　児童一人当たり一律５０, ０００円
申請について

申請不要の方（給付対象者の方にお知らせ通知を発送しました）
　・令和３年９月分の児童手当受給者〔令和3年9月出生の児童は令和3年10月分〕
　 （平成15年４月２日から平成18年４月１日までに出生した児童も養育
している場合は併せて給付）
　・ 平成 15年４月２日から平成18年４月１日までに出生した児童のみ

を養育している世帯で、令和２年度子育て世帯への臨時特別給付金を
受給した方（当該給付金を受給した方が、現在も継続して主たる生計
維持者である場合に限る）

　・ 公務員で令和２年度子育て世帯への臨時特別給付金を受給した方
　 （当該給付金を受給した方が、現在も継続して主たる生計維持者である場
合に限る）
　・ 令和３年10月以降に出生した新生児を養育する父母等のうち、主た

る生計維持者
申請が必要な方　上記以外の方
　　※申請方法・期限など詳しくは、市ホームページをご覧ください。
給付予定日　申請不要の方　　令和３年１２月２３日（木）
　　　　　　申請が必要な方　年明けから申請受付を開始し、順次給付
問 子育て支援課　☎（21）２２２２

スマートフォンや郵送で
マイナンバーカードの申請ができます

　スマートフォンや郵送でマイナンバーカード（写真付き）が申請できる
交付申請書を、電話で申し込みいただいた方に、ご自宅へ郵送します。市
役所の庁舎に行かなくても申請ができますので、ぜひご利用ください。
※ 以前に届いたマイナンバーの「通知カード」がお手元にある方（記載内
容に変更がない方）は、通知カードと一体になっている申請書でも申し
込みができます。
※ カードの受け取り時には来庁が必要です。
申 込　栃木地域にお住まいの方は市民生活課に、そのほかの方はお住まい
の地域の地域づくり推進課に、電話にて申し込みください。ご本人確認
のうえ申請書をお送りします（同じ世帯の方の分も可）。申請書が届いた
ら、記載のＱＲコードをスマートフォンで読み取り手続きするか、写真
を貼付して所定の宛先に郵送してください。

問 市民生活課 ☎（21）２１２６
　 各総合支所地域づくり推進課市民係
　　大平☎（43）９２０９　藤岡☎（62）０９０３
　　都賀☎（29）１１０２　西方☎（92）０３０６
　　岩舟☎（55）７７５４


